
芦屋市条例第２３号                                            

 

 

芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年芦屋市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線又は太枠で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（政務活動費の返還） （政務活動費の返還） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

（政務活動費の不交付）  

第９条の２ 第２条の規定にかかわらず、議員に芦屋市議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年芦屋市条例第

１２号）第３条の２第１項に規定する逮捕等期間があるときは、

当該期間に係る政務活動費（政務活動費が会派に対する政務活動

費である場合は、当該会派に対する政務活動費のうち、当該逮捕

等期間のある議員の当該逮捕等期間に相当する政務活動費）は、

交付しない。この場合において、交付しない政務活動費の額は、

逮捕等期間（議員の職に就いていない期間を除く。）の日数に応

じて、当該政務活動費の交付対象となる期間の現日数を基礎とし

て日割によって計算した額とする。 

 

２ 前項の規定により交付しない政務活動費のうち既に交付され

たものがあるときは、当該交付を受けた会派又は議員は、これを

返納しなければならない。 

 

（収支報告書の保存及び閲覧） （収支報告書の保存及び閲覧） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年６月５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例第９条の２の規定は、この条例の施行の日以後の逮捕

等期間に係る政務活動費について適用する。 


